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平素は「⼈⽣100年時代・世界分散ファンド（資産成⻑型）／（3%⽬標受取型）／（6%⽬標受取型）」（以下、
当ファンド。3つのコースをそれぞれ（資産成⻑型）、（3%⽬標受取型）、（6%⽬標受取型）ということがあります。）を
ご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
当資料では、⾜元の市場環境と当ファンドの運⽤状況等についてご報告いたします。

2019年6⽉5⽇

⼈⽣100年時代・世界分散ファンド
（資産成⻑型）／（3％⽬標受取型）／（6％⽬標受取型）

中⻑期的に安定的なリターンの獲得を⽬指す運⽤について

市場の変動性が⾼まる中、当ファンド設定来のパフォーマンスは概ね安定的に推移
 当ファンド設定来（2018年8⽉）の株式市場は、⽶中貿易摩擦問題等を受けて変動性が⾼まる局⾯がありました。
 このような環境下、世界各国の幅広い資産への分散投資に加え、局⾯判断に応じた資産配分変更を⾏うことで、当
ファンドは概ね安定的なパフォーマンスを維持し、下落幅も世界株式に⽐べ限定的となりました。

 今後も⽶中貿易問題の悪化や英国のEU（欧州連合）からの離脱（Brexit）等のリスク要因によって市場変動性が
⾼まる局⾯が想定されますが、当ファンドは中⻑期的に安定的なリターンの獲得を⽬指します。

＜当ファンドおよび世界株式のパフォーマンスと資産配分変更の推移＞
2018年8⽉31⽇（設定⽇）〜2019年5⽉31⽇

保守 基本 保守
（⼀部現⾦化） 保守 保守

（⼀部現⾦化） 基本 保守

9,701円

9,378円

局⾯① 局⾯② 局⾯③

⽶中貿易問題を背景とした
中国経済および企業業績に
対する懸念等で下落

主要国の景気減速懸念や⽶
連邦準備制度理事会の⾦融
政策に対する失望等で下落

⽶中貿易問題の
再燃等を背景に
軟調に推移

※ 上記は過去の実績、当資料作成時点の市場⾒通しおよび運⽤⽅針であり、将来の運⽤成果および市場環境の変動等を⽰唆あるいは保証するものでは
ありません。今後、予告なく変更することがあります。

※ ファンド購⼊時には、購⼊時⼿数料がかかる場合があります。また、換⾦時にも費⽤・税⾦などがかかる場合があります。詳しくは8ページをご覧ください。

（注1）当ファンドは（資産成⻑型）の基準価額を使⽤。基準価額は、1万⼝当たり、信託報酬控除後です。
（注2）（資産成⻑型）は2019年5⽉31⽇現在において分配を⾏っておりません。
（注3）世界株式はMSCI AC ワールド・インデックス（配当込み、円ベース）を使⽤、2018年8⽉31⽇を10,000円として指数化。同指数は当ファンドの

ベンチマークおよび参考指数ではありません。
（出所）⽇興グローバルラップ、Bloombergのデータを基に委託会社作成

局⾯①
2018/10/3〜10/26

局⾯②
2018/12/3〜12/25

局⾯③
2019/4/23~5/31

当ファンド -4.1% -3.7% -1.5%
世界株式 -11.1% -15.7% -8.2%

＜各局⾯の
騰落率＞

当ファンド

世界株式
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安定感のある魅⼒的なパフォーマンス（シミュレーション）
 分散投資と局⾯判断による資産配分変更によりリスクを調整することで、投資環境が変化する中でも、当ファンドを2年
以上保有した場合は常にプラスのリターンとなりました。

＜当ファンドの保有期間別リターン（シミュレーションおよび運⽤実績）＞
2008年5⽉末〜2019年5⽉末

平均リターン
（年率）

マイナスの
回数

（121回中）

当ファンド 8.5% 10

ご参考：世界株式 12.9% 32

平均リターン
（年率）

マイナスの
回数

（109回中）

当ファンド 8.5% 0

ご参考：世界株式 13.8% 15

平均リターン
（年率）

マイナスの
回数

（97回中）

当ファンド 8.6% 0

ご参考：世界株式 14.0% 5

1年間保有した場合

2年間保有した場合

3年間保有した場合

（注1）2018年8⽉末まではモデルポートフォリオ（シミュレーション）、2018年8⽉末以降は当ファンド（資産成⻑型）の実績、信託報酬等控除後（消
費税率8％で計算しています。）。

（注2）世界株式はMSCI AC ワールド・インデックス（配当込み、円ベース）を使⽤。
（注3）保有期間別リターンは各⽉末時点から各保有期間の騰落率を基に算出。
（出所）⽇興グローバルラップ、ICE Data Indices,LLC、Bloombergのデータを基に委託会社作成
※ 上記は過去のデータを基に委託会社が⾏ったシミュレーションおよび過去の実績であり、当ファンドの将来の運⽤成果等を⽰唆あるいは保証するものではあ

りません。シミュレーションは⼀定の前提条件に基づくものであり、経費等は考慮されていません。実際の運⽤においては、市場動向等の諸条件が異なること
によりパフォーマンス等は⼤きく異なります。

※ ファンド購⼊時には、購⼊時⼿数料がかかる場合があります。また、換⾦時にも費⽤・税⾦などがかかる場合があります。詳しくは8ページをご覧ください。
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（注1）（資産成⻑型）は2019年5⽉31⽇現在において分配を⾏っておりません。
（注2）基準価額、税引前分配⾦再投資基準価額は、1万⼝当たり、信託報酬控除後です。
（注3）税引前分配⾦再投資基準価額は、分配⾦（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算しており、実際の基準価額とは異なります。

基準価額と純資産総額の推移（2018年8⽉31⽇（設定⽇）〜2019年5⽉31⽇）

（円）

（⽉/⽇）

9,702円

純資産総額（右軸）

基準価額（左軸）

（3%⽬標受取型）

9,559円
（億円）

税引前分配⾦再投資基準価額（左軸）

（円）

（⽉/⽇）

純資産総額（右軸）

基準価額（左軸）

9,419円

税引前分配⾦再投資基準価額（左軸）

（6%⽬標受取型）

（億円）

9,707円

※上記は過去の実績であり、将来の運⽤成果を⽰唆あるいは保証するものではありません。
※ファンド購⼊時には、購⼊時⼿数料がかかる場合があります。また、換⾦時にも費⽤・税⾦などがかかる場合があります。詳しくは8ページをご覧ください。

（円）

（⽉/⽇）

純資産総額（右軸）

基準価額（左軸）

（資産成⻑型）

9,701円

約58億円

約85億円

約23億円

（億円）
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課税関係
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資⾮課税制度「NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資⾮課税制度「ジュニアNISA（ニーサ）」の適⽤対象です。
ただし、販売会社によっては当ファンドをNISA、ジュニアNISAでの取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
配当控除の適⽤はありません。
※上記は作成基準⽇現在の情報をもとに記載しています。税法が改正された場合等には、変更される場合があります。
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ファンドの費⽤
投資者が直接的に負担する費⽤

〇 購⼊時⼿数料
購⼊価額に2.16％＊（税抜き2.0％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める⼿数料率を乗じた額です。詳しくは販売会社にお
問い合わせください。
＊消費税率が10％となった場合は2.2％となります。

〇 信託財産留保額
ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費⽤
○ 運⽤管理費⽤（信託報酬）

ファンドの純資産総額に年0.8424％＊1（税抜き0.78％）の率を乗じた額です。
※投資対象とする投資信託の信託報酬を含めた場合、最⼤年1.5924％＊2（税抜き1.53％）となります。投資対象とする投資信託
が組⼊れを⾏っているETFの管理費⽤を含んでいます。管理費⽤は年度によって異なる場合があるため変動します。
＊1 消費税率が10％となった場合は年0.858％となります。
＊2 消費税率が10％となった場合は最⼤年1.6080％となります。

○ その他の費⽤・⼿数料
上記のほか、ファンドの監査費⽤や有価証券の売買時の⼿数料、資産を外国で保管する場合の費⽤等（それらにかかる消費税等相当額を
含みます。）が信託財産から⽀払われます。これらの費⽤に関しましては、その時々の取引内容等により⾦額が決定し、運⽤状況により変化
するため、あらかじめ、その⾦額等を具体的に記載することはできません。

※ ファンドの費⽤（⼿数料等）の合計額、その上限額、計算⽅法等は、投資者の保有期間に応じて異なる等の理由により、あらかじめ具体的
に記載することはできません。

税⾦
分配時

所得税及び地⽅税　配当所得として課税　普通分配⾦に対して20.315％
換⾦（解約）及び償還時

所得税及び地⽅税　譲渡所得として課税　換⾦（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％

※ 個⼈投資者の源泉徴収時の税率であり、課税⽅法等により異なる場合があります。法⼈の場合は上記とは異なります。
※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税⾦の取扱いの詳細については、税務専⾨家等にご確認されることを

お勧めします。

委託会社・その他の関係法⼈等
委託会社 ファンドの運⽤の指図等を⾏います。

　三井住友DSアセットマネジメント株式会社　　　⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第399号
　加⼊協会　　 ：　⼀般社団法⼈投資信託協会、⼀般社団法⼈⽇本投資顧問業協会、
　　　　　　　　　　　　⼀般社団法⼈第⼆種⾦融商品取引業協会
　ホームページ　：　https://www.smd-am.co.jp
　フリーダイヤル ：　0120－88－2976　［受付時間］午前9時〜午後5時（⼟、⽇、祝・休⽇を除く）

受託会社 ファンドの財産の保管および管理等を⾏います。
　株式会社ＳＭＢＣ信託銀⾏

販売会社 ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を⾏います。
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＜重要な注意事項＞
■当資料は三井住友DSアセットマネジメントが作成した販売⽤資料であり、⾦融商品取引法に基づく開⽰書類ではありません。■当資料の内容は作成
基準⽇現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、当資料は三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が⾼いと判断した情報等に
基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。■当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所
有権その他の⼀切の権利は、その発⾏者および許諾者に帰属します。■投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）
に投資しますので、リスクを含む商品であり、運⽤実績は市場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。■投
資信託は、預貯⾦や保険契約と異なり、預⾦保険・貯⾦保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録⾦融機関でご購⼊の場合、
投資者保護基⾦の⽀払対象とはなりません。■当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付⽬論
⾒書）および⽬論⾒書補完書⾯等の内容をご確認の上、ご⾃⾝でご判断ください。また、当資料に投資信託説明書（交付⽬論⾒書）と異なる内容
が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付⽬論⾒書）が優先します。投資信託説明書（交付⽬論⾒書）、⽬論⾒書補完書⾯等は販売会
社にご請求ください。■当資料に掲載されている写真がある場合、写真はイメージであり、本⽂とは関係ない場合があります。

作成基準⽇：2019年5⽉末

販売会社名 登録番号 ⽇本証券業
協会

⼀般社団法⼈
第⼆種

⾦融商品
取引業協会

⼀般社団法⼈
⽇本投資

顧問業協会

⼀般社団法⼈
⾦融先物

取引業協会
備考

いちよし証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第24号 ○ ○
静銀ティーエム証券株式会社 ⾦融商品取引業者 東海財務局⻑（⾦商）第10号 ○
⼋⼗⼆証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第21号 ○ ○
ひろぎん証券株式会社 ⾦融商品取引業者 中国財務局⻑（⾦商）第20号 ○

株式会社愛知銀⾏ 登録⾦融機関 東海財務局⻑（登⾦）第12号 ○
株式会社⻘森銀⾏ 登録⾦融機関 東北財務局⻑（登⾦）第1号 ○
株式会社阿波銀⾏ 登録⾦融機関 四国財務局⻑（登⾦）第1号 ○
株式会社紀陽銀⾏ 登録⾦融機関 近畿財務局⻑（登⾦）第8号 ○
株式会社熊本銀⾏ 登録⾦融機関 九州財務局⻑（登⾦）第6号 ○
株式会社四国銀⾏ 登録⾦融機関 四国財務局⻑（登⾦）第3号 ○
株式会社親和銀⾏ 登録⾦融機関 福岡財務⽀局⻑（登⾦）第3号 ○
株式会社中国銀⾏ 登録⾦融機関 中国財務局⻑（登⾦）第2号 ○ ○
株式会社富⼭第⼀銀⾏ 登録⾦融機関 北陸財務局⻑（登⾦）第7号 ○
株式会社百⼗四銀⾏ 登録⾦融機関 四国財務局⻑（登⾦）第5号 ○ ○
株式会社福岡銀⾏ 登録⾦融機関 福岡財務⽀局⻑（登⾦）第7号 ○ ○
株式会社北越銀⾏ 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第48号 ○ ○
株式会社みなと銀⾏ 登録⾦融機関 近畿財務局⻑（登⾦）第22号 ○ ○
株式会社横浜銀⾏ 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第36号 ○ ○
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